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１ 指定管理者制度の概要 

 

公の施設の管理委託については、従来、施設の公共性、適正な管理の確保等の理由により、

公共団体、公共的団体、市の出資法人に委託先が限定されていました。 

 しかし、地方自治法の改正（平成 15年９月２日施行）により、従来の「管理委託制度」に

代わる「指定管理者制度」が創設され、民間事業者を含むすべての団体が、公の施設の管理

主体となることが可能になりました。 

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施

設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を

図ることを目的として創設された制度です。 

 指定管理者制度の導入・運用にあたっては、この制度が創設された目的を十分理解し、制

度の趣旨が活きる運用を行っていく必要があります。 

 

 

（改正前） 

 

管理委託制度 

 

○契約に基づき、管理受託者が具体的な管理事務や業務の執行を行うもので、公の施設

の管理権限は地方公共団体が有する。 

 

○以下の管理受託者が、地方公共団体の管理権限の下で公の施設を管理する。 

 ・地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの（1/2以上出資等） 

 ・公共団体 

 ・公共的団体 

 

 

（改正後） 

 

指定管理者制度 

 

○公の施設の管理権限を、地方公共団体が指定する法人その他の団体（指定管理者）に

委任するものであり、指定管理者は条例の定めるところにより、行政処分に該当する

使用許可等を行うことができる。 

  ※使用許可等の行政処分を行う場合、「行政庁」に相当するため、行政手続条例等

の適用を受けるとともに、取消訴訟の被告となる場合がある。 

  ※指定管理者は、行政財産の目的外使用許可、使用料の強制徴収、審査請求に対す

る裁決などについては、行うことができない。 

 

○対象団体に特段の制約はなく、民間事業者等が幅広く含まれる。 

 

○指定管理者の指定には、あらかじめ、議会の議決を要する。 
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２ 全体の流れ（運用指針１関連） （下記記載スケジュールは一般的なパターン） 
 

注記） 業務改革課のホームページを中心に各局ホームページと併せて、手続の段階ごとに情報提供  
   を行います。各局ホームページで掲載を開始する際、内容や時期を調整するため、必ず事前に 
   （掲載１～２週間位前までに）業務改革課に連絡してください。 

事 項 
具体的な手続等 

説  明  等 
手      続 

ホームページ等での
情報提供（ 注記参照 ） 

制度導入
の検討等 

― 
・管理運営チェックの実施 
・利用料金制導入の検討 

― 

◆ 指定管理者制度を導入できないか、
運用マニュアルP３の管理運営チェッ
クの結果等を参考に、検討してくださ
い。 

条例の制
定・改正 

― 
・設置条例の制定・改正と公布 
■選定評価委員会の設置 
 （新規に設置する場合） 

― ― 

選定まで
の手続き 

4月 
＠公募予定について、ホームペー  
 ジへ掲載 

公募情報を 
掲載（年度当初） 

【 公募施設 】 
◆ 十分な周知期間を設け、ホームペー
ジ等も活用して広く公募を行ってく
ださい。 
 
◆ 応募要領は標準書式を用いて作成
してください。 
 
◆ 質疑の回答から提案書類の締め切
りまで、１か月以上の募集期間を定め
てください。 
 
【 非公募施設 】 
◆ 公募をしない場合は、施設名称、指
定管理者名称、理由について行財政局
に事前協議をしてください。 

5月
～ 

6月 

■選定評価委員会 
 （採点基準等の確定） 

― 

6月
～ 

7月 

●記者資料提供（公募開始） 
・応募要領配布 
＠応募要領をホームページへ掲載 

公募情報の 
リンク先更新（公

募開始時） 

・説明会 
・応募登録 
・質疑の受付 
・質疑の回答 

 
 

― 

8月
～ 

9月 
・提案書類の締切 ― 

選   定 9月 

■選定評価委員会 
 （候補者の選定） 
●記者資料提供（選定結果） 
＠選定結果についてホームページ 
 へ掲載 
・応募者への選定結果の通知 
・市長等が候補者を決定 

― 
◆ 選定結果及び理由は、必ず各局の
ホームページにおいて公表してくだ
さい。 

指定・債
務負担行
為の議決 

11 月 
 

・施設名称、指定管理者名、指定期
間を示した指定議案を上程 

・指定議案と同時に債務負担行 
 為を補正予算として上程 
・上記事項の議決 

― 

◆ 通常、債務負担行為の設定について
は、11月議会で議決を得るため、公募
を行う年度の補正予算として議案を
上程してください。 
◆あり方検討や大規模改修により非
公募とする場合は２月議会に議案を
上程してください。 

指  定 12 月 ・指定及び告示 ―  

協   定 
 1月

～ 
2月 

・協定書の締結 ― 
◆ 締結した協定書の写しを業務改革
課に提出してください（例年、５月頃
に業務改革課より依頼を行います）。 

適正な管
理運営の
確  保 

― 

・毎年度終了後に提出される事業報
告書等により、①利用状況・事業
収支状況、②利用者満足度調査、
③苦情の処理等、管理実態を把握 

・事業報告書等により管理運営点検
等を実施 

・必要に応じて実地調査や指定管理
者に対する指導を実施 

― ― 

評 価 の 
実施及び 
公  表 

5 月
～ 

8 月 

■選定評価委員会 
 （評価を実施） 

管理運営に対する
評価を公表 

◆ 作成した評価票等を業務改革課に
提出してください。評価結果を取りま
とめ、公表します。 
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３ 制度導入等の検討（運用指針２関連） 

 

3.1 公の施設の管理運営チェック 

公の施設を所管する部局（以下「所管局」という。）は、既に指定管理者制度を導入済みの

施設を含め、所管するすべての施設について、以下のチェック項目により、管理運営チェッ

ク（運用指針に掲載）を行います。 

このチェックはあくまでも自己点検であり、点検結果が施設のあり方を拘束するものでな

く、現在、運営している施設を取り巻く環境等を再認識するためのものです。 

この趣旨を踏まえ、定期的（概ね５年ごと）にチェックを行って下さい。 

特に直営施設については、適時チェックを行い、説明責任等の観点から、その検討過程を

適切に保存してください。 

 

施設名【                      】 

現在の管理運営方式【 新設、直営、指定管理施設その他 】 

チェック項目 該当 

①民間事業者等に任すことで、利用ニーズにあった開館日、開館時間の拡大などサ

ービス内容の充実や民間事業者等のノウハウの活用が期待できる。 

 

②民間事業者等に任すことでコスト削減が図れる可能性がある。 
 

③利用の平等性、公平性など（守秘義務の確保等を含む）について、行政でなけれ

ば確保できない明確な理由がない。 

 

④同様・類似サービスを提供する民間事業者等が存在する。 
 

⑤提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等を勘案して、民間事業者等の

運営が可能である。 

 

⑥税負担ではなく使用料・利用料金により運営を行える収益的施設である。 
 

 

 

3.2 利用料金制度導入の検討 

3.2.1 利用料金制度とは 

利用料金制度とは、地方自治法第244条の２第８項の規定に基づき、公の施設の利用

に係る料金収入を指定管理者の収入とさせることができる制度であり、使用料※の場合

と異なり、当該料金収入は私法上の債権となります。条例で定めた上限の範囲内で指定

管理者が料金を定めることが可能ですが、この場合、あらかじめ当該料金について市の

承認を受ける必要があります〔⇒P.29『10.4』参照〕。 

 

   ※使用料：地方公共団体の歳入となるべき公法上の債権に基づく公金であり、条例で

定められる。 

 

3.2.2 導入のメリット 

利用料金制度を採用することで、①自由な料金設定によるサービスの向上、②指定管

理者の自主的な経営努力の発揮、③会計事務の効率化などのメリットが考えられます。 

3.2.3 導入の検討 
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施設の性格、設置の趣旨からみて、施設利用に係る料金により収支採算がとれるよう

な施設については、使用料ではなく、利用料金制度の採用が適しています。また、利用

料金のみでは収支採算がとれないような場合であっても、利用料金制度を採用すること

でメリットが発揮される場合もあります。 

このような観点から、指定管理者制度の導入もしくは更新にあたっては、利用料金制

度の活用を積極的に検討してください。  



 - 5 - 

４ ホームページによる情報提供（運用指針３－(１)関連） 

 

市ホームページに、「公の施設の指定管理者制度」のページを開設し、必要な情

報を発信しています。本ページを中心に、所管局で作成するページと併せて、手続

の段階ごとに情報提供を行います。 

 

 

4.1 当該年度に公募を予定している施設 

公募の実施が広く知られるよう、当該年度に公募を予定している施設についての情報を

各年度当初に可能な範囲で提供してください。業務改革課のページに情報を掲載しますの

で、前年度末までに、①施設の名称及び概要、②次期指定管理期間（予定）、③施設所管課

を業務改革課まで連絡してください。 

 

 

4.2 公募を開始する施設 

所管局で作成するページで公募内容の詳細情報（応募要領、様式など）を掲載してくだ

さい。記者資料提供のタイミングに合わせて、業務改革課のページにリンクを掲載します。

イントラネットに掲載している指定様式を記入し、公募開始の３営業日前までに業務改革課

へ提出してください。 

 

 

4.3 選定評価委員会による指定管理者候補者の選定結果 

所管局で作成するページで選定結果、選定理由等を掲載するとともに、記者資料提供を

行ってください。なお、非公募により選定した施設についても、随時、所管局で作成する

ページにおいて公表してください。 

 

 

4.4 管理運営に対する評価 

業務改革課のページで、評価概要、各施設の評価結果一覧、所管局で作成した評価票等

を掲載します。選定評価委員会での評価が終了し次第、評価票を業務改革課まで提出して

ください。 

  

https://www.city.kobe.lg.jp/a44881/shise/gyozaisekaikaku/administration/index.html
http://home.intra.city.kobe.lg.jp/11/09/shiteikanri/index.html
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ホームページ等による情報提供の一般的な流れ  

（マニュアル P2 の「２ 全体の流れ」も参照のこと） 

 

 

業務改革課ホームページ 

  

施 設 所 管 局 

 

【選定】   
前年度末（３月末）までに 

【公募情報のページ】に 
 ①施設の名称及び概要 
 ②次期指定管理期間（予定） 
 ③施設所管課    等を掲載 

５～６月頃 

【所管局の公募のページ】に 
応募要領や各種様式を掲載する 
（留意点） 

 ・掲載日に要領等のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが確実に行えるか（ﾘ 
  ﾝｸ切れを起こしていないか）確認してください。 
 ・応募要領の配布終了日にあわせ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの要 

  領等の掲載を終了してください。 

●記者資料提供（公募開始について）の実施 
（ﾏﾆｭｱﾙ P5.4.2） 

９月中旬頃 

６～７月頃公募（応募要領の配布）開始時 

年度当初（４月） 

５～８月初旬 

【管理運営に対する評価の 
ページ】に 
 各施設の評価票   等を掲載 

（ﾏﾆｭｱﾙ P5.4.4） 

【評価】 

・公募時期を決定（暫定） 
・業務改革課に連絡   （ﾏﾆｭｱﾙ P5.4.1） 

・選定評価委員会で、採点基準等を確定 
・公募スケジュールの確定 

選定評価委員会による候補者の選定 

【所管局の選定結果のページ】に 
 ①施設の名称 
 ②応募者数 
 ③選定した指定管理者候補者名 
 ④選定理由         等を掲載 
●記者資料提供（選定結果について）の実施 
（留意点） 

 ・公募施設、非公募施設ともに掲載すること 
（ﾏﾆｭｱﾙ P5.4.3） 

・選定評価委員会による評価 
・評価結果を業務改革課に連絡 
・【各局室区の選定評価委員会のページ】
を更新（※全体公表後） 

（ﾏﾆｭｱﾙ P5.4.4） 
 

【公募情報のページ】の 
リンク先設定 

イントラネット掲載様式にて 
業務改革課へ報告    （ﾏﾆｭｱﾙ P5.4.2） 

リンク 

10 月中旬頃 

【所管局の公募の  
 ページ】にリンク

を設定 
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５ 指定期間（運用指針３－(３)関連） 

 

5.1 指定期間 

  指定期間は、５年を標準に10年以下の期間で、施設特性に応じた適切な期間を設定して

ください。また、以下の①から③についてはその必要な期間とします。 

①PFI事業又はこれに準ずる事業において別途事業期間が定められている場合 

②PFI事業又はこれに準ずる事業による施設との一体的運用が必要な施設の場    

 合 

③施設の利用促進を目的として、施設整備にかかる投資などの提案を求める指

定管理者の公募を行う場合（※１）（ただし、投資などの回収に必要な期間が

客観的に妥当と認められるとともに、市が費用負担を行わない場合に限る） 

なお、利用者との信頼関係構築など、人的関係に配慮すべき入所型及び通所型の施設に

あっては、当該施設の管理運営実績が良好な場合、１回に限り、現指定管理者を次期指定

管理者候補者として再選定することが出来ます（※２）。 

 

 ※１ 「施設整備にかかる投資などの提案を求める公募」の留意事項 

施設の利用促進を目的として、施設整備にかかる投資などの提案を求める公募を

行う場合には、以下の点に留意してください。 

・投資などの内容や指定期間を定めず提案を求めた場合、選定基準が明確になら

ず、選定評価委員会の選定が困難となる可能性があります。 

・例えば、投資などの対象を決めておく、もしくは指定期間の上限を定めるなど

公募条件の工夫や、民間ノウハウの活用と選定における客観性の確保という観

点を踏まえた、適切な選定基準（審査項目に投資に関する項目を設定し、配点

を明確としておく）の策定が必要となります。 

・投資などに対し市は費用負担しないことを明記してください。 

・投資により設置した施設などの指定期間終了後の帰属等を明記してください 

（現状有姿で市に帰属するのか、指定管理者の責任において原状回復するのか

など）。 

 

 ※２ 「入所型及び通所型の施設の再選定の制度を利用する場合」の留意事項 

入所型及び通所型の施設の再選定の制度を利用する場合には、以下の点に留意し

てください。 

・当初選定時の応募要領において、再選定を行う場合がある旨を必ず記載してく

ださい。 

・再選定を行うかどうかの判断は、５年目の５月～８月に実施する、前年度の管

理運営に対する選定評価委員会の評価〔⇒P.44『14』参照〕に併せて実施しま

す。具体的には、１年目～４年目の管理運営に対する評価結果に基づいて行う

ものとし、原則として４年間とも「Ａ」以上の評価であることを必要とします。 

 

 

5.2 標準（５年）以外を適用する場合等の事前協議  

標準（５年）以外の指定期間を設定する場合や、入所型及び通所型の施設の再選定の制

度を利用する場合には、市民の理解を得るなど説明責任を果たすことが求められるため、

時間的余裕をもって行財政局（業務改革課）と事前協議を行ってください。 
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６ 選定手続き（運用指針３関連） 

 

6.1 公募の原則 

所管局は、指定管理者候補者選定にあたっては、原則公募により応募事業者を募集しま

す。 

 

 

6.2 公募の例外 

6.2.1 公募の例外 

以下の場合については、公募によらず候補者の選定を行うことができます。この場合、

『6.2.4』により行財政局との事前協議を行うものとします。 

①PFI事業又はこれに準ずる事業により一定期間、施設の管理運営をする者を指定する場合 

②当該施設に併設する施設の運営法人等を指定する場合 

③地域に密着した施設で地域人材を活用する場合 

④専門的かつ高度な技術を有する者が客観的に特定される場合 

⑤施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならない場合 

⑥施設のあり方の検討、施設の廃止及び大規模改修の予定により、現在の指定管理者を継

続して指定する（上限２年まで）場合 

⑦市の施策推進の観点から合理的な理由がある場合 

また、将来、地域人材を活用する場合は、地域の実情等を勘案したうえで、現在の運営

団体を公募によらず５年以下の年数で指定管理者として指定することができます。 

 

6.2.2 「⑤施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならない場合」とは 

施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならない場合とは、何らかの理由によ

り、指定管理者の取り消しを行ったが施設の利用状況等からすぐに指定を行う必要があ

る場合などがこれに該当します。 

 

6.2.3 「⑦市の施策推進の観点から合理的な理由がある場合」とは 

市の施策推進の観点から合理的な理由がある場合とは、以下のような施設が該当する

と考えられます。 

・市の展開する主要施策と密接不可分であり、当該施設における事業の企画・立案等

を施設管理者と本市とが一体となって実施する必要がある施設 

・市の施策目的に照らし、長期的な視野に立った事業運営、人材育成、ノウハウの蓄

積を特に必要とする施設 

 

※ 指定管理者制度の目的は、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの

向上及び経費の節減等を図ることにあります。施設管理が主体の施設など、幅広く

担い手の存在する施設に対し安易に⑦の事由を適用することは、本来の制度趣旨と

は異なることに留意してください。 

 

※ また、⑦の事由を適用する場合に限らず、非公募により指定管理者を選定した施設

であっても、その後の社会経済環境等の変化により施設のあり方が変わる可能性も

あります。このため、非公募とすることの妥当性を、指定期間ごとに十分に検証し

てください。 
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6.2.4  行財政局との事前協議 

公募の例外事由を適用し、非公募により指定管理者を選定しようとする施設について

は、新規・更新いずれの場合においても、行財政局と所管局室区とで事前協議を行うも

のとします。 

 

6.2.5 その他 

上記①～⑦の理由に該当する場合でも、所管局の判断により公募は実施できます。 
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７ 指定管理者選定評価委員会（運用指針３－(２)関連） 

指定管理者選定評価委員会は、合議制の附属機関として「執行機関の附属機関に

関する条例」で規定し、組織及び運営に関し各局に共通する事項については「神戸

市指定管理者選定評価委員会規則」で定めています。 

 

※ 規則で定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、規則第11条の規定

に基づき、各局選定評価委員会で要綱（例：●●局選定評価委員会運営要綱）

を定めてください。 

 

※ 指定管理者の募集内容や候補者などの決定は、市の責任において行います。 

「選定評価委員会の審議結果＝市の決定事項」ではなく、選定評価委員会の意

見を踏まえて、市が自己の責任と判断で決定し、その説明責任は市にあるとい

う当事者意識を強く持ってください。 

 

 

7.1 選定評価委員会の所掌事務 

選定評価委員会の所掌事務は、以下のとおりです。 

① 指定を受けようとする団体の募集に関すること 

② 指定を受けようとする団体の選定方法及び選定に関すること 

③ 指定管理者制度の適用施設の利用者の満足度及び苦情についての調査 

④ 指定管理者が行った管理運営に対する評価 

 

 

7.2 委員の構成 

  全委員中、内部委員は半数を超えない範囲とします。 

  職員が委員になる場合、外郭団体の役員が、この選定評価委員会に参画することは公正

性の観点から適当ではありませんので留意してください。また、委員長は外部委員の中か

ら選定してください。 

外部委員については、施設の安定的な運営能力を判断する観点や施設の効用を十分に発

揮させる観点などから、学識経験者、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、当

該施設が属する分野の専門家等から施設特性に応じた人選を行ってください。 

 

 

7.3 部会の設置 

  同一局室区内においても利用者特性の異なる施設を所管している場合等、同一の委員構

成で選定・評価を行うことが適しないと判断される場合は、指定管理者選定評価委員会規

則により、部会を設置することができます。 

 

 

7.4 会議の公開 

審議内容など委員会運営については規則の規定に基づき原則公開とします。ただし、指

定管理者候補者の選定に関するものである場合は会議を非公開とします。また、選定評価

委員会の議決により、会議を非公開とすることもできます。 
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7.5 議事録又は議事要旨の作成 

公募施設、非公募施設にかかわらず、議事録又は議事要旨は必ず作成してください。議

事録等は、情報公開条例の規定に照らして、原則公開（企業秘密的な項目など非公開とな

る部分を除く）となります。 

 

 

7.6 委員名簿の公開 

透明性の観点より、選定評価委員会の委員名簿（氏名・補職名・肩書）については、業

務改革課のホームページで公表します。 

 

 

7.7 結果の公表及び業務改革課への報告 

  選定評価委員会での選定結果については、所管局で作成するページに掲載してください。 

また、選定評価委員会での評価結果については、業務改革課のページに掲載しますので、

各施設の評価票を業務改革課へ提出してください。 

 

 

7.8  附属機関等の設置等に関する指針の適用 

上記のほか、選定評価委員会の運営にあたっては、「附属機関等の設置等に関する指針」

および、同運用の手引きを参照してください。 
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８ 公募の実施（運用指針３－(１)関連） 

 

※ 非公募の場合の取り扱い 

本項に記載されていることについては、非公募施設の指定管理者候補者選定手

続きにおいても準用するようにしてください。（但し『8.1』、『8.2.2』、『8.4.12』、

『8.4.18』、『8.4.20』を除く） 

 

 

8.1 情報提供 

8.1.1 募集期間等 

公募を行う際には、多くの事業者が応募できるように、十分な周知期間を設け、ホー

ムページ等も活用して情報提供を行ってください。 

また、募集の開始前から、対象施設の十分な情報提供に努めてください。 

 

8.1.2 公募期間中の情報提供 

所管局は、応募団体等による事業計画書等の策定に資するため、公募期間中は、公の

施設の内容、事業内容、管理経費決算書、施設の保守計画等の常時閲覧など適切な対応

をお願いします。 

 

 

8.2 応募要領の作成 

8.2.1 応募要領の作成 

公募にあたり所管局は、原則として応募単位ごとに応募要領を作成します。 

 

※ 非公募の場合の取り扱い 

非公募施設においても、公募施設における応募要領に準じた「○○（施設名）の管理・

運営の基準」等、次期指定期間における施設の管理運営に対する市の考え方や基準を記

載した書類を準備し、指定管理者候補者に提示したうえでその提案を受け、もって選定

評価委員会の審査を受けるようにしてください。 

 

8.2.2 適切な応募単位の設定 

施設の特性に応じて、複数の同種施設を一括して公募する方法も考えられます。施設

間でのサービスの統一性や経費節減の観点から効果も期待できる一方で、対象事業の規

模によっては、事業者の参入意欲を減退させ、競争性を阻害する恐れもあります。公募

にあたっては、それらの点を比較検討のうえ、適切な応募単位を決定してください。 

 

8.2.3 インセンティブの導入 

施設の効用の最大発揮や市民サービスの向上及び運営コストの削減の観点から、すべ

ての施設において、公募にあたっては、利用料金制度の採用あるいは使用料施設におけ

るインセンティブの設定（報奨金制度等）など、事業者等の積極的な事業展開が可能と

なるインセンティブの導入を検討してください。 

 

8.2.4 財政部門との協議 

予算要求・査定に先立ち公募・選定が行われることから、指定期間にかかわらず公募

開始以前に事業収支及び本市負担について財政部門と十分に協議を行ってください。 
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8.3 応募要領の記載事項 

応募要領には、以下の内容を記載してください。 

作成にあたっては、協定書等〔⇒様式集P.30～53参照〕も参考にしてください。 

 

8.3.1 施設概要及び現在の管理運営状況に関すること 

・設置目的、施設名称、所在地、規模、施設内容、開館時間、休館日、使用料（又は利

用料金） 

・現在の管理運営状況（自主事業、目的外使用許可の状況等）〔⇒P.15 『8.4.1』参照〕 

 

8.3.2 業務内容に関すること 

・指定管理者が行う業務、           〔⇒P.15『8.4.2』参照〕 

施設及び設備の維持管理基準、         〔⇒P.15『8.4.3』参照〕 

自主事業                   〔⇒P.15『8.4.4』参照〕 

・条例改正等を伴う提案の有無及び必要な手続き 〔⇒P.16『8.4.5』参照〕 

・指定管理者が行うことのできない業務     〔⇒P.16『8.4.6』参照〕 

 

8.3.3 指定期間に関すること 

 

8.3.4 経費に関すること 

・指定管理料など管理に関する市の負担額の上限額 

・修繕費等の取り扱い、   〔⇒P.30『11.3』参照〕 

使用料等の取り扱い及び納付方法、 

資金管理専用口座の開設  〔⇒P.33『11.6』参照〕 

 

8.3.5 使用料等に関する留意事項 

・使用料(又は利用料金(上限)）改定など条例改正等を伴う提案の有無及び必要な手続き 

・条例改正に伴う使用料等改定の可能性        〔⇒P.16『8.4.7』参照〕 

・利用料金制度の場合に必要な手続き（市長の承認など）〔⇒P.29『10.4』参照〕 

・利用者減免等の手続き               〔⇒P.17『8.4.8』参照〕 

 

8.3.6 応募に関すること 

・応募資格、              〔⇒P.17『8.4.9』参照〕 

応募資格の確認、           〔⇒P.18『8.4.10』参照〕 

応募窓口、応募期間、 

事業計画書等様式、          〔⇒様式集P.2～3参照〕 

誓約書、                〔⇒P.18『8.4.11』、様式集P.11～12参照〕 

特定個人情報を取り扱う業務に関する 

チェックリスト（該当施設のみ）、    〔⇒P.20『8.4.21.1』、様式集P.15～16参照〕 

説明会の有無、            〔⇒P.18『8.4.12』参照〕 

質疑応答、              〔⇒P.18『8.4.13』参照〕 

応募方法、              〔⇒P.18『8.4.14』参照〕 

共同事業体の取り扱い、        〔⇒P.18『8.4.15』、様式集P.4～10参照〕 

提案書類等の取り扱い         〔⇒P.19『8.4.16』参照〕 
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8.3.7 選定・公表等に関すること 

・選定方法（選定基準等）、        〔⇒P.24『9.1』参照〕 

ヒアリング等の機会の有無、      〔⇒P.27『9.5』参照〕 

最低基準に達していない場合の取り扱い、 〔⇒P.19『8.4.17』、P.26『9.3』参照〕 

応募団体名公表の告知                〔⇒P.19『8.4.18』参照〕 

・候補者選定後の取り扱い（議会の議決、協議、協定等）〔⇒P.19『8.4.19』参照〕 

 

8.3.8 適正な管理運営に関すること 

・事業報告、                   〔⇒P.34『12.2』参照〕 

モニタリング、                 〔⇒P.36『12.3』参照〕 

情報セキュリティの実施報告（該当施設のみ）、   〔⇒P.40『12.11.1』参照〕 

管理運営に対する評価、 

管理運営に対する評価結果の次期公募時の反映の有無、〔⇒P.19『8.4.20』参照〕 

入所型及び通所型の施設の再選定（該当施設のみ）、 〔⇒P.7『5.1』参照〕 

指定の取り消し                  〔⇒P.43『13』参照〕 

 

8.3.9 その他留意事項 

・業務の引継ぎ、                 〔⇒P.41『12.12』参照〕 

関係法令等の遵守、 

個人情報・情報公開・ 

情報セキュリティポリシー等の取り扱い、     〔⇒P.20『8.4.21』参照〕 

コンプライアンス・               〔⇒P.37『12.6』参照〕 

行政手続・                   〔⇒P.38『12.7』参照〕 

備品の取り扱い、                〔⇒P.21『8.4.22』参照〕 

リスク分担、                  〔⇒P.32『11.4』参照〕 

再委託等の制限、                〔⇒P.40『12.10』参照、 

様式集P.56～57参照〕 

事業所税、法人市民税等の課税の可能性、     〔⇒P.21『8.4.23』参照〕 

履行保証、                   〔⇒P.22『8.4.24』参照〕 

損害賠償責任の履行の確保、           〔⇒P.22『8.4.25』参照〕 

従業員駐車場                   〔⇒P.22『8.4.26』参照〕 

インボイス制度の対応               〔⇒P.23『8.4.27』参照〕 
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8.4 応募要領作成にあたって特に留意が必要な事項 

8.4.1 現在の管理運営状況に関する記載 

・指定管理者の公募にあたっては、利用者サービスの向上が継続的に図られるよう努め

てください。 

・指定管理を導入済で、再指定を行う施設においては、開館日の増加や開館時間の延長、

料金設定の見直し、講座・イベントの拡充など、現在提供されている（制度導入に伴

い新たに提供された）サービスの内容についても必ず具体的に記載してください。 

・上記サービスのうち、管理運営に対する評価結果等を踏まえて、特に引き続き実施す

ることが望ましいと認められるものについては、継続実施を義務づけるなど、必要な

措置を講じてください。 

 

8.4.2 指定管理者が行う業務に関する事項 

・指定管理者は、条例の規定に基づき使用許可等の行政処分を行うことができますが、

その場合、「行政庁」に相当するため、当該処分について、行政手続条例等の適用を受

けるとともに、行政事件訴訟法第11条第２項の規定による取消訴訟の被告となる場合

があります。 

・指定管理者が行った処分にかかる審査請求については、地方自治法第244条の４第１項

の規定に基づき、地方公共団体の長に対してするものとされています。 

・上記２点に関しては、法律（行政事件訴訟法第46条、行政不服審査法第82条）により、

行政処分を行う際に教示が義務付けられていますので、その旨を指定管理者に周知し

てください。 

≪教示例≫ 

    この処分について不服があるときは，処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に

神戸市長に対して審査請求をすることができます（なお，処分を知った日の翌日から起算して３月以

内であっても，処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をできなくなります。）。 

    また，この処分の取り消しの訴えは，処分があったことを知った日（審査請求をした場合は，当該

審査請求に対する神戸市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内に●●セン

ター（公の施設の名称）指定管理者である●●株式会社（指定管理者の名称）を被告として提起する

ことができます（なお，処分又は裁決を知った日の翌日から起算して６月以内であっても，処分又は

裁決の日から１年を経過すると処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

8.4.3 施設及び設備の維持管理に関する事項 

・対象範囲や仕様を公募の際に明らかにしてください。また、市及び指定管理者の役割

分担については、施設規模・用途・内容などによって異なるため、必要に応じて建築

住宅局に協議し、あらかじめ明記してください〔⇒P.30『11.3』参照〕。 

・公募に際し必要であれば補修や改修工事の実施なども検討してください。 

 

8.4.4 自主事業（目的外使用許可）に関する記載 

  ・指定管理者の自主事業として利便機能や関連業務機能のために目的外使用許可を与え

る場合には、個々の事情により、①現在の機能を継続することを前提とするか、②指

定管理者（応募者）に新たな提案を求めるかを決定してください。なお、平成18年の

地方自治法の改正により、行政財産の貸付け範囲が拡大し、その用途又は目的を妨げ

ない限度において、普通地方公共団体以外の者への貸付や私権の設定が可能になって

います〔地方自治法第238条の４〕。 

・目的外使用許可を受けた者が、神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱

第５条各号に該当する者であれば、地方自治法第 238 条の４第９号の規定による許可

の取り消しを行う場合がある旨を記載してください。 
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8.4.5 条例改正等を伴う提案内容に関する記載 

・市民サービス向上を実現するため、開館時間の延長、休館日の変更等、条例改正を伴

う提案内容を求める場合は、議会の議決を得る必要があること、また、必ずしも提案

どおりの内容が実現されるわけではない旨を記載してください。 

 

8.4.6 指定管理者が行うことのできない業務に関する記載 

・指定管理者は、①行政財産の目的外使用許可、②使用料の強制徴収、③審査請求に対

する裁決など、法令により市長のみが行うことができる権限については行うことがで

きません〔『平成15年7月17日付総務省自治行政局長通知』参照〕。 

・利用料金制度採用施設については、利用料金が指定管理者に帰属する私法上の収入で

あり、債権の性格も私法上の債権となるため、利用料金の回収や、料金に関する利用

者の苦情や意見等については、指定管理者が対応することとなります。 

 

8.4.7 使用料等の改定等に関する記載 

【使用料施設の場合】 

・指定管理者から使用料の改定を伴う提案を求める場合、使用料の決定にあたっては、

提案内容に基づき、受益と負担との関係や類似施設などとの均衡、本市財政負担等に

ついて考慮して検討する必要があるとともに、議会の議決を得る必要があるため、必

ずしも提案内容どおりの料金設定が実現されるわけではない旨を記載してください。 

・この場合、収支予算書については、「現行の使用料の場合」と、「使用料を改定した場

合」の両方を必ず提案させてください。 

・使用料については、指定期間中であっても、条例の改正により改定する場合があり、

その際の取り扱いについては、必要に応じて改めて協議を行う旨を記載してください。

また、非公募施設についても同様の取り扱いとしますので、選定前に必ず指定管理者

（候補者）への周知を行ってください。 

 

【利用料金制度採用施設の場合】 

・利用料金制度の場合、指定管理者が施設の利用料金を自らの収入として収受すること

となりますが、利用料金は条例で定める額（利用料金の上限額）の範囲内において、

あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が決定する旨を記載してください 

〔⇒P.29『10.4』参照〕。 

・指定管理者から利用料金の上限額そのものの変更を伴う提案を求める場合、提案内容

に基づき、受益と負担との関係や類似施設などとの均衡、本市財政負担等について考

慮して検討する必要があるとともに、議会の議決を得る必要があるため、必ずしも提

案内容どおりの料金設定が実現されるわけではない旨を記載してください。 

・現行の上限額の範囲内で料金を設定する場合であっても、同様の観点を考慮、検討し

た上で市長の承認が必要となるため、提案どおりの料金設定が実現されるとは限らな

い旨を併せて記載してください。 

・この場合、収支予算書については、「現行の上限額をそのまま利用料金とする場合」と、

「上限額以外の料金を設定する場合」の両方を必ず提案させてください。 

・利用料金の上限額については、指定期間中であっても、条例の改正により改定する場

合があり、その際の取り扱いについては、必要に応じて改めて協議を行う旨記載して

ください。また、非公募施設についても同様の取り扱いとしますので、選定前に必ず

指定管理者（候補者）への周知を行ってください。 
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8.4.8 利用者減免等の手続きに関する記載 

・法令や条例で規定されている減免だけでなく、市の施策として実施している減免（高

齢者割引、のびのびパスポート等）についても、必ず記載してください。 

 

8.4.9 応募資格に関する記載 

8.4.9.1 地域要件の設定に関する記載 

・地元経済の活性化への寄与などを考慮し、競争性が確保される場合には、応募資格と

して「神戸市内に本店又は法人市民税の課税対象となる支店・営業所等を有する」者

であるかどうかという地域要件を設定できます。この場合、応募要領にその旨を記載

してください。 

・特に、地域の象徴である、あるいは歴史的背景から地域と密接な関係を有するなど、

地域における施設の存在意義あるいは果たす役割が特に大きい場合には設定を検討し

てください。 

・なお、既に指定管理者制度を導入している施設への適用については、経済性などの合

理性や、指定管理者の応募を検討している市外事業者が被る影響などと比較衡量も行

い、妥当かどうか、慎重に検討してください。 

 

 8.4.9.2 適格請求書等（以下「インボイス」）発行事業者登録要件の設定に関する記載 

  ・施設の性質上、指定管理者の名称・登録番号によりインボイスを交付する必要がある

場合〔⇒P.23『8.4.27』参照〕、応募資格として「消費税の適格請求書等保存方式（以

下「インボイス制度」）における適格請求書発行事業者として登録を受けた又は指定管

理期間開始までの登録を受ける予定である」者であるかどうかという要件を設定でき

ます。 

 

8.4.9.3 応募資格のない団体に関する記載 

・代表者及び役員に破産者及び禁錮以上の刑に処せられている者がいる団体 

・会社更生法（平成14年法律第154号）及び民事再生法（平成11年法律第225号）等によ

る手続き中である団体 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６

号に規定する暴力団員が役員又は代表者としてもしくは実質的に経営に関与している

団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体な

ど、神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第５条各号に該当する団体 

・団体、代表者が国税（法人税、所得税、消費税（地方消費税を含む））又は神戸市税を、

滞納又は未申告である団体 

・地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項の規定により、本市から

一般競争入札の参加者資格を取り消されている団体 

・神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止を受けている団体 

・本市の指定管理者の公募に応募しようとする日から過去１年以内に、本市以外の自治

体も含めて指定管理者の責に帰すべき理由により、指定管理者の指定の取り消しを受

けた団体 

  ・当該施設の現在の指定管理者で、管理運営に対する評価結果が、直近２年連続で「Ｂ」

以下又は直近の評価が「Ｃ」である団体 

※応募受付後でも、各局選定評価委員会での審査・選定までの間に上記８項目又は以下の項目のいずれか

に該当する場合には、当該団体を審査対象から除外してください。また、共同事業体による応募の場合

は、構成団体のいずれかが該当する場合も同様の取り扱いとします。 

・応募者に虚偽の申請があった場合 
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・提案の採否の働きかけを行うなど指定管理者の選定に関して、応募者又はその代理人

等の関係者が本市職員、選定評価委員会の委員と不正な接触をもった場合 

・複数の団体による共同応募があった場合に、当該団体が同一の施設へ他の団体等との

共同応募もしくは単独応募をした場合（重複応募の禁止） 

 

8.4.10 応募資格の確認に関する記載 

  ・応募資格の確認のために、提出のあった役員等名簿を警察等関係機関への照会にあた

って使用する場合がある旨を記載してください。 

 

8.4.11 誓約書に関する記載 

・応募資格を満たしていることを誓約する書類〔⇒様式集 P.11～12 参照〕の提出を求め

てください。 

・あわせて、誓約書には、資格要件確認にあたって、警察等関係機関に対して役員等名

簿を提供することを承諾する旨の文言を記載してください。 

 

8.4.12 説明会に関する記載 

・施設の適切な管理運営のため、応募団体に対して十分な情報提供ができるよう、必要

に応じて説明会を開催してください。なお、応募者の負担軽減のため、下記のような

方策を講じるようにしてください。 

① 応募説明会・現地説明会の両方を実施する場合、同日・同会場での開催とするな

ど、市・応募者の双方にとって負担が少ない手段を採用する 

② 応募説明会は、来庁による実施のみならず、応募者からの要求に応じてオンライ

ン参加が可能となるような対応を行う 

 

8.4.13 質疑応答に関する記載 

・事業計画書等の提出に先立って、応募予定者からの公募に関する質疑応答の機会を設

けてください。また、質疑応答の受付期間、受付方法、回答方法についても、明記し

てください。 

・質疑応答の内容については、公正・公平の観点から、他の応募予定者に対してもメー

ルで回答する、もしくは市ホームページを活用するなど、情報の共有化を図ってくだ

さい。 

 

8.4.14 応募方法に関する記載 

・応募者に提出を求める書類は、各種証明書など原本での確認が必要なものを除き、原

則電子データにて提出するよう記載してください。（応募者が紙での提出を希望する場

合はこの限りではありません） 

・原則、応募者に副本の提出は求めないようにしてください。 

 

8.4.15 共同事業体の取り扱いに関する記載 

・複数事業者が共同して指定管理者となる共同事業体形式を取る場合には、共同事業体

内部での責任を明確に規定する必要があります。そのため、応募時に「共同事業体結

成届出書」を提出させるとともに、指定議案の審査時までに「共同事業体協定書」を

提出させる必要がありますので、その旨記載してください〔⇒様式集P.4～10参照〕 

・なお、「共同事業体協定書」には、代表者の権限や構成員の役割分担等を明記すること

とします。 
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8.4.16 提案書類等の取り扱いに関する記載 

 ・申請者から提出された事業計画書は、指定管理者として議決された後は、申請者の企

業秘密的な項目など（経営ノウハウ、財務の情報など）非公開の取り扱いとなるもの

を除き、公開対象となります。事業計画書が公開される可能性について、著作権法の

規定（※）も踏まえて、事前に応募者への周知を図るために、明記してください。 

    ※著作権法（第 18条第３項） 

著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。  

       ③その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合

（開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。）、情報公開条例の規定により

当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること  

 

8.4.17 最低基準に達していない場合の取り扱いに関する記載 

・応募団体に対する実績評価や事業計画書等に基づく評価が低いような場合には、必ず

しも適切な選定が行えないケースも想定されます。このため、選定評価委員会の審査

の結果、予め応募要領に記載する最低基準を下回り、応募団体が指定管理者として求

められる水準に達していないと判断される場合は、当該応募団体を失格とすること、

さらに、全応募団体が最低基準を下回った場合には、指定管理者（候補者）を選定せ

ず再度公募を行う場合があることを応募要領に記載してください。 

 

8.4.18 応募団体名の公表に関する記載 

 ・選定結果公表時に、採点結果とは別に応募のあった全ての団体名を公表することとし

ます。 

※応募が２団体の場合は、団体名公表により採点結果も明らかになる旨も併せて記

載してください。 

   ※現在の指定管理者の管理運営に対する評価結果を反映する場合〔⇒『8.4.20』参

照〕は、評価の公表に伴い現在の指定管理者の採点結果は必ず明らかになる旨、

また結果として他団体の採点結果が明らかになる場合がある旨も併せて記載して

ください。 

・共同事業体については、構成団体名も公表することとします。 

 

8.4.19 候補者選定後の取り扱いに関する記載 

・指定管理者候補者の選定後、議会に候補者を指定管理者とする議案を付議し、議決を

受けることになります。但し、選定後、指定をするまでの間に、暴力団排除要綱第５

条各号に該当することが判明するなど指定管理者に指定することが著しく不適当と認

められる事情が生じたときは指定しない場合があること、また、指定をしなかった場

合又は議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合であっても、当該候補者

が支出した費用については一切補償しない旨記載してください。 

 

8.4.20 管理運営に対する評価結果の次期公募時の反映に関する記載 

  ・指定管理者が次期公募に応募する場合、指定管理者としての管理運営に対する評価結

果に基づき一定の加点及び減点を行うことで、管理運営実績を次期公募時に反映する

ことができます。ただし、この場合は、指定管理者を選定する際の応募要領の中にそ

の旨及び反映基準を予め明記しておく必要がありますので、留意してください。 
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≪反映基準について≫ 

・管理運営実績の反映にあたっては、指定管理者となった事業者にはインセンティブ

となる反面、他の事業者の参入意欲を減退させ、競争性を阻害する可能性があるこ

とも考えられるため、神戸市として共通の基準で行うこととします。 

・管理対象、事業範囲及び要求水準に大幅な変更がない場合、次期公募時に、毎年の

管理運営に対する評価結果を実績点として反映させてください。 

【評価点】 

評価 評価点 

AAA 7 点 

AA 3 点 

A ±0 点 

B －3 点 

C －7 点 

【実績点の算出方法】 

１．指定初年度～公募前年度の評価点の平均＝① 

２．①を小数点以下第２位四捨五入＝実績点 

※評価点は採点表を 100 点満点とした場合 

（例えば 200 点満点の場合の実績点は、①×200 点／100 点（＝２倍）となる。） 

例：指定期間５年、採点表が 100 点満点の場合 

H30 A 0 点 指定初年度 

R1 AA 3 点  

R2 AA 3 点 

R3 AAA 7 点 公募前年度 

R4 － － 公募年度 

     １．〔0+3+3+7〕÷4年（H30～R3）＝3.25 点…① 

２．①を四捨五入⇒3.3点（実績点） 

 

8.4.21 関係法令等の遵守に関する記載 

  ・指定管理者が遵守すべき法令としては、事業実施に必要な法令のみならず、日本国憲

法、地方自治法、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令、個人情報の保護に関す

る法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、神戸市行政手続条例〔⇒

P.38『12.7』参照〕、神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例

〔⇒P.37『12.6』参照〕、神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例、神戸市情報セ

キュリティポリシーなども当然含まれることに留意し、必ず明記してください。 

 

8.4.21.1 個人情報の保護等に関する記載 

 ・指定管理業務の中に特定個人情報や個人情報を取り扱う業務が含まれる場合、または

情報処理業務が含まれる場合においては、情報の適正な管理のために「情報セキュリ

ティ遵守特記事項」を遵守する必要がありますので、その旨記載してください。 

・特定個人情報を取り扱う業務が含まれる場合、応募の際に「特定個人情報を取り扱う

業務に関するチェックリスト」の提出を求めてください。 

 

 

 

 

 

 

対象期間 

https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html
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8.4.22 備品の取り扱いに関する記載 

・備品については、指定期間当初から存在した備品（市又は旧指定管理者から引き継い

だもの）と、指定期間中に購入等を行った備品を区分して管理し、後者については、

市の負担で購入等を行ったものと、指定管理者の負担において購入等を行ったものを

明確に区別して管理させることとします。 

・当初から存在した備品及び市の負担で購入等を行ったものについて、備品の異動（購

入・取得・修繕・廃棄等）があった際は速やかに市に報告すること、また、確実に次

期指定管理者に引き継ぐことを記載してください。 

・指定管理者の負担において購入等を行ったものについては、市と指定管理者のいずれ

の帰属とするかを予め決定し、応募要領に記載してください。 

 

8.4.23 事業所税、法人市民税等に関する記載 

8.4.23.1 事業所税の課税の可能性に関する記載 

・平成 17年 11 月 14日付総務省自治税務局市町村税課長通知に基づき、指定管理者制度

における事業所税の事業主体（納税義務者）の判定は、収益の帰属（利用料金制度採

用の有無）により行うこととなります。利用料金制度が採用されている公の施設の管

理運営事業は事業所税の課税上は収益事業として扱われ、その指定管理者は事業所税

の課税対象となる可能性があります。各施設・各指定管理者の具体的な判定について

は、各応募事業者から行財政局税務部法人税務課事業所税担当（078-647-9397）に確

認させる必要がありますので、その旨記載してください。 

 

8.4.23.2 法人市民税の課税の可能性に関する記載 

・株式会社、有限会社などの普通法人のほか、次の法人、団体についても、指定管理者

として公の施設の管理運営を行う場合、当該施設を課税対象事務所等として、原則、

法人市民税（均等割額、法人税割額）が課税されます。 

・一般社団法人、一般財団法人 

・公益社団法人、公益財団法人 

・特定非営利活動法人など公益を目的として事業を行う法人 

・地方自治法第 260条の２第１項の認可を受けた地縁による団体 

・人格のない（法人登記をしていない）社団又は財団で代表者又は管理人の定めが

あるもの 

・また、複数事業者が共同して指定管理者となる共同事業体形式を取る場合は、事業形

態の内容により、それぞれの事業者に法人市民税が課税される場合があります。具体

的な判定については、各応募事業者から行財政局税務部法人税務課法人市民税担当 

（078-647-9398）に確認させる必要がありますので、その旨記載してください。 

≪記載例≫ 

指定管理者として当該施設の管理運営を行う場合、当該施設を課税対象事務所等として、原則、法人市

民税（均等割額、法人税割額）が課税されます。 

複数事業者が共同して指定管理者となる共同事業体形式を取る場合は、それぞれの事業形態により、法

人市民税が課税されない事業者もあります。 

また、利用料金制度採用の場合には、事業所税が課税される場合があります。具体的には、行財政局税 

務部法人税務課法人市民税担当（078-647-9398）、事業所税担当（078-647-9397）に確認してください。 

 

 8.4.23.3 その他の税金に関する記載 

・以上のほか、国税や、県が徴収する法人県民税など、指定管理者として事業を行うう

えで納税義務が生じる公租公課の具体的な取り扱いについては、それぞれの課税業務

を所管する税務官公署に応募者が確認する必要がある旨、応募要領に記載してくださ

い。 
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8.4.24 履行保証に関する記載 

・履行保証や使用料徴収事務にかかる収入確保という観点から、神戸市契約規則第24条

に規定する契約保証金の取り扱いに準じた保証金の納付や、同第25条第４号に規定す

る市を被保険者とする履行保証保険契約の締結を求めることなども検討し、その旨を

記載してください。 

・ただし、神戸市契約規則第25条第６号の取扱いに準じ、指定管理者が協定内容を履行

しないおそれがないと認められる場合は、必ずしも保証金の納付又は履行保証保険契

約の締結を要しません。 

※「協定内容を履行しないおそれがないと認められる場合」については、所管課で個

別に判断いただくことになりますが、判断にあたっては、「入札保証金及び契約保

証金について（通知）」（自治行第19号平成12年４月18日）で示される、「過去２

か年の間に、国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したもの」

であることを考慮してください。具体的には、過去２か年の国・地方公共団体との

同種の契約および指定管理実績を事業者から報告させるなどしてください。 

 

8.4.25 損害賠償責任の履行の確保に関する記載 

・損害賠償責任保険の加入など損害賠償責任の履行の確保に関する事項についても必ず

明記してください。ただし、本市が既に加入している保険の適用を受けられる場合も

ありますので、個別に行財政局資産活用課に相談してください。 

 

8.4.26 従業員駐車場に関する記載 

・指定管理者制度導入施設における従業員通勤用車両の駐車等の取り扱いについては、

下記のとおりとなっています。 

 

   ○施設の性格上、従業員用の駐車場が必要な場合（目的内使用） 

    ① 以下の要件に合致する場合、指定管理業務の一部として駐車を認める。 

     ア 当該公の施設が通勤不便公署（※）である場合 

        対象施設（４年１月現在） 

六甲山牧場、森林植物園、布引公園（布引ハーブ園）、自然の家 

※「通勤不便公署」 

西区、北区、六甲山・摩耶山地区等にあり、下記のいずれかに該当し、人事委員会が

承認する公署。（職員の通勤手当に関する規則第 10条の２第１項） 

(1) 勤務公署から最寄駅までの距離が２キロメートル以上である公署 

(2) 一般に利用される交通機関の運行回数が著しく少ない等特に通勤するのに不便で

あると認められる公署 

     イ 従業員が公共交通機関の運行していない時間帯に通勤する必要がある場合 

     ウ 緊急の必要により出勤する場合 

     エ 当該公の施設の特性により、部局の長が特に必要があると認める場合 

    ② 協定書において、従業員の駐車を認める旨を明記する（それ以外の手続き（駐

車承認決裁等）については、不要とする）。 

 

○施設の性格上、従業員用の駐車場が必要ない場合（目的外使用） 

    ① 駐車場の駐車台数に余裕がある場合、指定管理者から必要台数分の目的外使用

許可申請を施設所管課で受け付ける（目的外使用許可の手続きは通常どおり）。 

    ② 従業員に車両での通勤を認めるかどうか、その従業員から負担を求めるかどう

かは指定管理者の判断による。 
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    ③ 使用料※は次のとおりとする。 

     ア 自動車：月額 3,500 円／台 

イ バイク・原付：月額 700円／台 

ウ 自動車及びバイク・原付：月額 3,500 円／台 
※いずれも通年しか認めない。指定管理者が従業員に臨時の車両通勤を認めている場合、指定管

理者が通年で目的外使用許可を得る必要がある。 

※指定管理者の従業員が、市の要件に準じて身体障害等により通勤用車両を用いなければ通勤が

困難であると認められる場合は、公益減免（無償）とする。 

 

8.4.27 インボイス制度の対応に関する記載 

・使用料等（利用料金・自主事業による収入を含む）を徴収した相手方からインボイス

の交付を求められた場合、指定管理者または市はインボイスを交付し、その写しを保

存しておく義務があります〔消費税法第57条の４〕。インボイス制度の対応が必要と

なる旨記載してください。 

・施設の特性上、利用者がインボイスを必要としない消費者や免税事業者、簡易課税制

度適用事業者のみに限られることが明確な場合や、施設の業務が消費税課税取引に該

当しない場合は必要ありません。 

・インボイス制度の概要、市の登録番号等については会計室イントラネットを参照して

ください。 

 

○インボイス交付の可否 

 
指定管理者が 

適格請求書発行事業者である場合 

指定管理者が 

適格請求書発行事業者でない場合 

発行者名称・

登録番号 
指定管理者 市 指定管理者 市 

①使用料 
○ 

（媒介者交付特例） 

○ 
（代理交付または 

市による直接交付） 
× 

○ 
（代理交付または 

市による直接交付） 

②利用料金・ 

自主事業 
○ × × × 

 

①使用料については、本来は徴収事務の委託元である市がインボイスを交付しなけれ

ばなりませんが、指定管理者の名称・登録番号により交付する「媒介者交付特例」、

または、市の指定管理者であることと市の名称・登録番号を併記して交付する「代

理交付」により、指定管理者がインボイスを交付することができます。 

 

②利用料金及び自主事業については、徴収した金銭は指定管理者に帰属するため、取

引相手にインボイスの交付を求められたときには、指定管理者の名称・登録番号に

よりインボイスを交付する必要があります。市の名称・登録番号による交付はでき

ません。 

 

○共同事業体によるインボイスの交付 

・共同事業体がインボイスを発行する場合、その構成員の全てがインボイス発行事業

者であり、代表者等が納税地を所管する税務署長に「任意組合等の組合員の全てが

適格請求書発行事業者である旨の申出書」を提出する必要があります。 

・交付するインボイスには、共同事業体の名称と発行する構成員の名称・登録番号の

両方を記載します。 

 

http://home.intra.city.kobe.lg.jp/03/00/invoice.html
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９ 選定・選定結果の公表（運用指針３－(２)関連） 

 

9.1 選定基準の公開 

選定基準については、審査項目、審査の視点及び配点を、選定評価委員会で定めると

ともに、審査項目、審査の視点及び審査項目ごとの大まかな配点については応募要領に

記載してください。 

 

○選定基準の例 

（あくまで一例です。各施設の様態に応じ、選定評価委員会で適切に定めて下さい。） 

審 査 の 視 点 配点

〇団体経営における理念・方針は、市の施策や施設の設置目的に沿うものか

〇経営実績から理念・方針が読み取れるか

〇管理を安定して行う物的能力・人的能力を備えているか

　　－同種・類似施設の運営実績があるか、また、その評価は高いか

　　－団体の財政状況は良好か

〇コンプライアンスの推進に取り組んでいるか

　　－労働関連法規の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がされているか

　　－その他、関連法令の遵守に配慮されているか

　　－個人情報の保護や情報セキュリティへの配慮がされているか

〇KEMSやISO14001の取得など、環境に配慮した取り組みを実施しているか

〇障害者雇用に積極的に取り組んでいるか【必須】

〇障害者就労施設等からの物品・役務の調達に取り組んでいるか

〇男女共同参画の職場づくりに積極的に取り組んでいるか

〇申請者は市内企業等か【必須】

〇市内企業等の積極的な活用等、地域経済活性化への提案があるか【必須】

〇市の施策、施設の設置目的との整合性がとれているか

［12点］ 〇利用者の平等利用の確保に配慮されているか

〇利用者満足度や苦情等の把握方法が、実効性のあるものとなっているか

〇地域との連携について、十分配慮されているか

〇ユニバーサル社会実現への配慮があるか

〇自主事業の計画が、市民サービスや施設の魅力向上に資する内容となっているか

〇設備、保守点検業務等の計画は適切なものとなっているか

［18点］ 〇危機管理の考え方は、施設の実情に合致した、実効性のあるものとなっているか

〇管理経費は魅力的なものとなっているか

〇収支の均衡がとれているか

［20点］ 〇実現可能性の高いものとなっているか【必須】

〇十分な専門人材の配置が計画されているか

〇正規職員の採用は十分か

〇職員の研修や育成強化がはかられているか

〇施設設備等への投資が計画されているか

［20点］ 〇大型案件の獲得は計画されているか

合計　　　　　　［100点］

〇指定を希望する理由、或いは施設運営の基本方針は、
　当該施設の指定管理者としてふさわしいものになっているか

事
業
運

営
に
関
す
る
項

目

施設運営の
基本方針について

施設運営体制・
サービス内容

管理コストに
ついて

指定期間の
長期化による
取組について

〇職員の確保や育成、或いは体制が十分なものになっているか
　また、障害者や高齢者等の雇用に配慮されているか

審 査 項 目

申請者に関する
項目

［20点］

関する項目　　 　［10点］

地域経済の活性化に
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【選定基準策定についての留意事項】 

①地域経済の活性化や地元雇用を促進する観点から、「提案団体が市内企業等であるか。」

「市内企業等を活用しているか。」の２項目については必ず審査項目としてください。 

 原則として、その配点は総得点（満点）の１割を確保するとともに、準地元企業への配

点は、地元企業より少なくしてください。 

 原則と異なる取り扱いをする場合は、選定評価委員会の意見を踏まえ、決定を行ってく

ださい。 

 

②障害者の雇用を促進する観点から、障害者雇用への取り組みについて必ず審査項目とし

てください。例えば、 

○当該施設における障害者雇用 

○障害者法定雇用率（障害者雇用納付金の納付状況） などが考えられます。 

なお、従来から福祉就労を行ってきた施設については、これを継続することを前提に公

募を行うことを検討してください。 

  加えて、「障害者優先調達推進法」（平成 25 年４月施行）を踏まえ、障害者就労施設等

からの物品・役務の調達実施及び取り組みについても審査項目とすることを検討してく

ださい。 

※単独項目として配点するか総合的に配点するかなど、配点方法は施設の性格等から  

判断してください。 

 

③指定期間を標準（５年）よりも長い期間で設定する場合、より一層の市民サービスや施

設の魅力の向上、管理運営の効率化を確実なものとするため、投資の促進や人材の確

保・育成などの本市が求める長期化による効果やメリットを具体的に明示し、提案をう

けるようにしてください。 

また、長期の指定期間は様々なメリットが考えられる一方、収支見込等の経済条件や事

業計画設定の的確性を担保しにくくなるなど不合理性が増大する恐れもあります。適切

な基準のもと公正で透明性が確保された選定が行われなければならず、人・物・収支の

いずれにおいても具体的で妥当性のある提案がなされているかを、選定評価委員会など

外部の観点も踏まえたうえで検証してください。 

 

④管理コストの項目において、施設運営体制やサービス内容に応じた適正な提案額となっ

ているかどうかを、実現可能性として必ず審査してください。 

 

⑤上記の項目以外にも、例えば「市内雇用者数」や「市への納税額」などを審査項目に追

加することも可能です。 
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9.2 評価結果の次期公募時の反映 

9.2.1 反映基準 

現在の指定管理者の管理運営に対する評価結果を反映する場合は、下記の基準に基づ

いて、総得点に実績点を加減算してください。 

※現在の指定管理者の選定時に、応募要領で評価結果を反映する旨を記載した施設の

みですので、ご注意ください。 

※公募の例外「⑥施設のあり方の検討や大規模改修の予定により、現行の指定管理者

を継続して（上限２年まで）指定する場合」〔⇒P.8『6.2.1』参照〕に基づき再指定

を行った場合は、管理運営に対する評価結果を次期公募時には反映しません。 

【評価点】 

評価 評価点 

AAA 7 点 

AA 3 点 

A ±0 点 

B －3 点 

C －7 点 

【実績点の算出方法】 

１．指定初年度～公募前年度の評価点の平均＝① 

２．①を小数点以下第２位四捨五入＝実績点 

※評価点は採点表を 100 点満点とした場合 

（例えば 200 点満点の場合の実績点は、①×200 点／100 点（＝２倍）となる。） 

例：指定期間５年、採点表が 100 点満点の場合 

H30 A 0 点 指定初年度 

R1 AA 3 点  

R2 AA 3 点 

R3 AAA 7 点 公募前年度 

R4 － － 公募年度 

１．〔0+3+3+7〕÷4 年（H30～R3）＝3.25 点…① 

２．①を四捨五入⇒3.3 点（実績点） 

 

9.2.2 現在の指定管理者の評価結果の公表 

また、管理運営に対する評価結果を反映する場合は、反映基準に加えて、現在の指定

管理者の管理運営に対する評価結果が分かるように、応募要領にホームページアドレス

（指定管理者の管理運営に対する評価）を示しておいてください。 

≪記載例≫ 

【参考】現在の指定管理者の管理運営に対する評価結果は、神戸市ホームページをご覧ください。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a44881/shise/gyozaisekaikaku/administration/hyoukakekka/

index.html 

 

 

9.3 最低基準に達していない場合 

応募団体に対する実績評価や事業計画書等に基づく評価が低いような場合には、必ずし

も適切な選定が行えないケースも想定されます。このため、選定評価委員会の審査の結果、

全応募団体が指定管理者として最低限必要な基準に達していないと判断した場合は、指定

管理者候補者を選定せず、再度公募を行う等の方策を講じてください。 

 

 

対象期間 
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9.4 次点者の決定 

候補者の選定にあたっては、原則として指定管理者候補者と次点者を決定することとし

ます（次点者の権利は、「神戸市会において指定管理者候補者に対する議案が可決された時

点で喪失する」ものとします）。但し、次点者が指定管理者として最低限必要な基準に達し

ていないと判断した場合はこの限りではありません。 

 

 

9.5 提案内容の正確な把握 

なお、最も適切な指定管理者（候補者）を選定するため、ヒアリングやプレゼンテーシ

ョンなどにより、直接申請者から説明を求める機会を設けるなど、提案内容等の正確な把

握に努めてください。また同様に、施設利用者の意見など考慮すべき必要があると選定評

価委員会が認める場合においては、必要な措置（ヒアリング等）を取るよう努めてくださ

い。 

地域団体や特定非営利法人等から応募があった場合や、公募によらず指定管理者（候補

者）を選定する場合であっても、説明責任の観点から、適切な指定管理者（候補者）であ

ることを確認するために必要な申請資料や説明を求め、提案内容等の正確な把握に努めて

ください。 

 

 

9.6 選定結果の通知、公表 

選定結果は応募者全員に通知〔⇒様式集P.17～18参照〕するとともに選定理由を公表し

てください。公表時には、採点結果に加えて、候補者が特に優れていた点を示すなど、選

定理由がより分かりやすいものとなるよう、工夫してください。また、採点結果とは別に

応募のあった団体名を全て公表してください（応募が２団体の場合は、選定されなかった

団体の採点結果を含めて公表することとします）。なお、共同事業体については、全ての構

成団体名を公表してください。 
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10 選定後の手続き（運用指針３－(２)関連） 

 

10.1 議会の議決 

10.1.1 議案等の作成 

指定管理者候補者の選定後、地方自治法に基づき、議会に候補者を指定管理者とする

議案を付議し、議決を得る必要があります。指定議案に係る常任委員会資料については、

常任委員会で十分な審議が行われるように、様式集〔⇒P.22～23参照〕の様式で作成す

るようにしてください。 

※なお、この様式は公募施設を対象としたものですので、非公募施設については、様式集 P.22～23 の項

目８～10について掲載していただく必要はありません。 

 

10.1.2 債務負担行為の設定 

指定管理者の指定議案を上程する際は、同時に補正予算にて債務負担行為の設定につ

いて予算要求してください（詳細は、下記『10.2』を参照）。 

 

10.1.3 議案上程の時期 

上程時期については、補正予算にて債務負担行為の設定が必要となること等を考慮し、   

特別な事情がない限りは、原則として第２回定例市会後期集中審議期間（11 月議会）に

議案を提案するようよう配慮してください。 

『6.2.1』に定める公募の例外のうち、施設のあり方の検討や大規模改修の予定により、

現在の指定管理者を継続して指定する場合については、当初予算とともに議論されるべ

きものであることから、２月議会に議案を上程してください。 

 

 

10.2 債務負担行為の設定 

10.2.1 設定の対象 

原則、指定期間を通じた複数年協定を指定管理者と締結し、その前提として債務負担

行為を設定する必要があります。 

 

10.2.2 設定の単位 

原則として、根拠条例単位（指定議案を上程する単位）に複数施設分を一括して債務

負担行為の設定を行うこととしますが、同じ根拠条例でも施設の種類が異なる場合、指

定期間が異なる場合や、大規模な施設などについては、必ずしも条例単位に限らず、適

切な単位で設定してください。 

 

 

10.3 指定管理者の指定・告示 

10.3.1 指定・告示 

議会の議決後、候補者を指定管理者に指定し、「指定通知書」により通知してください。

指定を行った場合には、告示が必要となります〔⇒様式集 P.24～25参照〕。 

 

10.3.2 同一事業者を継続して指定する場合 

同じ事業者を引き続き指定する場合であっても、議会の議決、指定、告示等の手続き

は、改めて行う必要があります。 
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10.3.3 徴収事務を委託する場合の告示 

・使用料等の徴収事務を委託する際には〔⇒P.33『11.7』参照〕、自治法施行令第 158 条

第２項による告示が必要ですが、条例上指定管理者に行わせる業務として使用料等の

徴収が規定されている場合、指定の告示を行うことから、改めて徴収業務委託の告示

を行う必要はありません。 

・新たに指定管理者制度に移行する場合には、従来の徴収業務委託は不要となりますの

で、指定の告示と合わせて徴収業務委託の取り消しの告示を行ってください〔⇒様式

集 P.25参照〕。 

 

10.3.4 選定後に指定しない場合 

選定後、指定をするまでの間に、暴力団排除要綱第５条各号に該当することが判明す

るなど指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは指定

しないこととします。 

また、指定をしなかった場合又は議会の議決が得られなかった場合及び否決された場

合であっても、当該候補者が支出した費用については一切補償しないものとします。 

 

 

10.4 利用料金の承認・告示（利用料金制施設） 

10.4.1 利用料金の承認 

各施設の設置条例の規定に従って、指定管理者が、条例で定める上限額の範囲内で承

認を申請し、これに対して市が承認を与えるとともに、承認した旨を告示することとな

ります〔⇒様式集 P.28～29〕。 

 

10.4.2 承認時の留意事項 

承認にあたっては、提案内容を尊重するとともに、受益と負担の関係や類似施設等と

の均衡、本市財政負担等について考慮して、承認するかどうかを検討してください。 

 

10.4.3 同一事業者を継続して指定する場合 

同じ事業者を引き続き指定することとなり、利用料金が変更とならない場合であって

も、承認申請、承認、告示等の手続きは、改めて行う必要があります。 
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11 協 定（運用指針３－(４)関連） 

 

11.1 協定の締結 

指定管理者の指定議案及び補正予算について議決を得た後は、債務負担行為を設定した

年度中に対象となる事務を執行するという観点からも、当該年度中に速やかに指定管理者

と当該指定期間に係る協定を締結してください〔⇒様式集 P.30～53 参照〕。また、一部例

外(※)を除き電子契約システムを用いた協定の締結が可能です。市・事業者の双方の事務

負担軽減などのメリットがあるため積極的に活用ください。 

(※)指定管理の協定締結の例外 

・協定締結日から指定期間終了日までの期間が 10 年を超えるもの（電子署名の有効期

限が 10年のため） 

・相手方が電子契約システムを用いた協定の締結に応じることが出来ない場合 

 

 

11.2 協定書の内容 

・協定書の内容は施設内容や設置条例・規則の規定により異なりますが、原則、様式集の

協定書〔⇒様式集P.30～53〕に沿って、応募要領の要求水準を満たし、かつ提案内容に

基づき定めるものとしてください。 

・本市では、標準５年から10年を限度に指定期間を定めることとしていますが、協定等の

締結の時点では指定期間中に発生する事由を正確には予測し得ません。 

・指定期間を長期化することは様々なメリットをもたらす一方、指定管理者が提供するサ

ービス水準を一定に保つことが一層重要になるとともに、事故・需要の変動・天災・物

価の上昇等の経済状況の変化などのリスクも増大します。 

・これらのことから、提供されるサービスの要求水準（最低限守るべき値、目標値、報告

方法等）や予想される事態が顕在化した場合のリスク及びリスク分担をできる限り明確

にし、協定書あるいは仕様書等に明記するようにしてください。 

（注記） 

１．指定管理者候補者の選定後、協定書を締結するまでの間に、所管局と候補者との間で管理運営について

協議を行う必要が生じた場合は、必ず協議内容を記載した書面を作成し、記録として保存するようにし

てください。 

２．事業の見直し等により、やむを得ず「公募時における応募要領、指定管理者からの提案内容等」と「協

定締結内容」が異なる場合（※）については、協定の決裁に変更内容及びその理由を必ず記載してくだ

さい。 

※具体的には①主な指定管理業務の追加、削除、②指定管理料の変更、③使用料施設における報奨金額

の変更、④利用料金施設における納付金額の変更等が想定されます。 

 

 

11.3 施設及び設備の維持管理の対象範囲・仕様 

施設及び設備の維持管理については、対象範囲や仕様を明記してください。また、市及

び指定管理者の役割分担については、施設規模・用途・内容などによって異なるため、所

管局は必要に応じて建築住宅局保全課に協議し、協定書に明記してください。 
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＜小規模施設の例＞ 

市 指定管理者 

◇１件当り50万円を超える修繕の執

行・費用負担 

◇１件当り50万円以下の修繕の執行・費用負担 

＜大規模な設備を有する施設の例＞ 

市 指定管理者 

◇大規模修繕（投資的支出）の執行・費

用負担 

 

 

 

◇過去の修繕実績をもとに市が決定する額の

範囲内での全ての修繕の執行・費用負担 

 ・１件当り50万円以下の修繕は事後報告 

 ・１件当り50万円を超える修繕は事前協議 

のうえ執行後報告 
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11.4 リスク分担 

適正な管理確保のためのリスク分担としては、以下のような区分が考えられます。これ

についても応募要領に記載するとともに協定書に明記してください。 

項      目 
リスク分担 

市 指定管理者 

法令等の変更 

指定管理者制度や施設の管理運営に影響を及

ぼす法令等の変更 
協議による 

上記以外の法令等の変更  ○ 

税制度の変更（指定管理料にかかる消費税を除く）  ○ 

物価・金利の変動  ○ 

需要の変動 

利用料金施設及びインセンティブ（リスク）

設定をした使用料施設 
 ○ 

上記以外の施設 ○  

事故発生（情報漏

えい等を含む） 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

施設・設備の設置に関する瑕疵によるもの ○  

上記以外の理由によるもの 協議による 

施設・設備の損傷 

指定管理者の故意・過失によるもの  ○ 

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○  

上記以外の理由によるもの 協議による 

備品の損傷  ○ 

周辺地域・住民・

利用者への対応 

施設の設置に関する訴訟・苦情・要望・住民

反対運動等の対応 
○  

指定管理者が行う業務及び自主事業に起因す

る訴訟・苦情・要望・住民反対運動等の対応 
 ○ 

上記以外のものに関する訴訟・苦情・要望・

住民反対運動等の対応 
協議による 

第三者への賠償

（国家賠償法に基

づく求償権を市が

指定管理者に行使

する場合を含む） 

指定管理者としての業務及び自主事業により

損害を与えた場合 
 ○ 

施設・設備の設置に関する瑕疵により損害を

与えた場合 
○  

上記以外の理由で損害を与えた場合 協議による 

事業の中止、変更、

延期 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

上記に定めるもの

のほか不可抗力

（暴風、豪雨、洪

水、地震、落盤、

火災、テロ、争乱、

暴動その他の市又

は指定管理者のい

ずれの責めにも帰

することのできな

い自然的又は人為

的な現象）による

リスク 

事故発生時の初期対応  ○ 

施設・設備・物品の復旧費用 

（ただし、市の所有するものに限る） 
○  

施設・設備・物品の復旧費用 

（ただし、指定管理者の所有するものに限る） 
 ○ 

事業の中止、変更、延期等に伴う費用  ○ 

業務の引き継ぎに関する費用（引き継ぎを受ける場合及び次期指定

管理者に引き継ぐ場合とも） 
 ○ 

   ※災害時の避難所に指定されている施設、あるいは選挙時の投票所等に指定されてい

る施設などについては、開設時の市と指定管理者の役割分担や費用負担等を明記し

てください。 

※また、災害時の避難所に指定されている施設については、協定書に「災害時におけ

る避難所等の開設及び運営に関する特記事項」を添付することとします。 
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11.5 協定書の印紙税法上の取り扱い 

協定書の印紙税法上の取り扱いについては、各々の協定書が印紙税法別表第一の課税物

件のうちの「請負に関する契約書」に該当するかどうか、すなわち協定書に記載された内

容が民法上の「請負」にあたるか、「委任」にあたるかで判断されることになります。最終

的な判断は、各協定書に記載された内容により、納税地の所管税務署が個別に決定するこ

とになりますので、その旨を指定管理者に周知してください。 

 

 

11.6 資金管理専用口座の開設 

使用料収入や使用料返還事務に係る資金及び修繕費については、ペイオフ対策等のため、

必ず指定管理者に専用口座（預金保険法第 51 条の２第１項に規定する決済用預金）を開

設させて管理させてください。 

 

 

11.7 使用料等の徴収事務を委託する場合 

・自治法施行令第 158 条第１項により使用料等の徴収事務を委託することができます。

指定管理者に使用料等の徴収事務を委託する場合は、会計管理者への協議が必要です

（神戸市会計規則第 38条）。 
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12 適正な管理の確保（運用指針４関連） 

指定管理者による適正な管理運営を担保するために、最終的な責任は行政が負

うことを踏まえ、指定管理者に対するチェック体制を確立するほか客観的で公正

なモニタリングや評価を実施してください。 

特に、地域団体や特定非営利活動法人等については、必要に応じて、きめ細か

な指導・サポートや実効性のあるモニタリングの実施に留意してください。 

 

 

12.1 利用者満足度調査 

12.1.1 全施設への利用者満足度調査の実施 

原則、すべての施設について、利用者満足度調査を実施してください。なお、市内に

同種施設が多数存在する場合等については、この限りではありませんが、利用者の声を

聞くことは、より効果的な管理運営を行っていく上で非常に重要であることから、現在

の実施方法が適切かどうか、常に見直しを検討してください。 

 

12.1.2 実施の手法 

利用者満足度調査の実施にあたっては、今後の管理運営にあたっての参考資料とする

ため、以下の項目については必ずアンケート項目とすることとします。 

【利用者満足度調査アンケート必須項目】 

・居住地（郵便番号でも可） 

・年代 

・利用頻度 

・交通手段 

その他、アンケート項目や配布・回収方法等について指定管理者と協議を行い、アン

ケート結果が、①より管理運営実態に即したものとなるよう、②今後の管理運営の参考

となるよう、工夫してください。 

 

12.1.3 調査結果の分析・活用 

利用者満足度調査の結果については、満足度を適切な計算方法で算出するとともに、

結果を分析し、今後の管理運営に活かしてください。 

 

12.1.4 調査結果の報告 

利用者満足度調査の結果は、管理運営に対する評価を実施する選定評価委員会に必ず

報告してください。 

 

 

12.2 事業報告書等 

12.2.1 事業報告書の記載事項 

地方自治法第244条の２第７項の規定により、年度ごとに指定管理者が提出することと

されている事業報告書には次の事項を記載するものとします。 

・管理の実施状況及び利用状況 

・使用料もしくは利用料金の収入実績 

・管理に係る経費及び自主事業に係る経費の収支状況 

・提案内容と達成状況 

・指定管理者との協定書で定める管理の状況を把握するために必要な事項 
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12.2.2 利用者数、利用率 

利用者数や利用率は、今後の管理運営にあたって重要な基礎資料の１つであることか

ら、利用者数の把握方法や利用率の算定方法について、指定管理者と協議の上、利用状

況の実態をより正確に反映したものとなるよう、詳細な報告を求めてください。 

特に、利用率については、単に「踏入れ方式（施設の利用日数割合に相当）」による利

用率を使用するのではなく、コマ数に対する利用率を使用するなど、より利用実態に即

したものとなるよう、留意してください。 

 

12.2.3 収支状況 

収支状況は、管理の実態を把握する上でも重要な情報です。そのため、指定管理業務

及び自主事業に係る経費を区分経理するとともに、必要に応じて、指定管理業務や自主

事業の区分のみでなく、事業別の収支を報告させるなど、管理運営の実態把握に努めて

ください。 

 

12.2.4 間接費の取り扱い 

間接費（本社経費等）を調整して収支差額をゼロとして報告すると、収支実態の把握

が困難となるため、当初の提案等に基づき、可能な限り間接費の配賦計算基準を明確に

した上で、収支を報告するよう、求めてください。 

 

12.2.5 自主事業の収支状況 

自主事業の収支状況を理由として、指定管理者が撤退するような事態も想定されるこ

とから、自主事業の収支状況についても、報告を求めてください。 

 

12.2.6 指定管理者への資料整備の指導 

所管課は、日報・月報その他料金収入に関する書類及び利用者数等に照らし、使用料

収入額に誤りがないか確認する必要があることから、所管課としてそれらの確認が容易

に行えるよう、指定管理者における必要な資料整備を指導してください。これは、利用

料金制の施設についても、同様であることに留意してください。 

 

12.2.7 定時の報告 

上記の事業報告書以外に、毎月ごと、四半期ごとなど必要に応じて報告を求めてくだ

さい。ただし、同様の内容の重複した内容を提出させるなど、指定管理者に過度な負担

とならないように注意してください。 

 

12.2.8 経営状況の把握 

辞退や倒産などにより指定管理者である団体が業務を継続できない事態が発生する可

能性もあることから、所管局は指定管理者である団体の指定期間中の経営状況の把握に

努めてください。また、そのような事態発生の可能性がある場合には、それに備え、直

ちに代替手段の検討を行うなど、当該施設における市民サービスの維持に細心の注意を

払うよう留意してください。 

 

12.2.9 施設・設備の適正な維持管理のための報告等 

   法令点検、定期点検において不良箇所が発見された場合は、保全業務に関する報告書

の提出期限に関わらず、当該不良箇所とその対応状況を市へ速やかに報告させ、施設・

設備の状況を把握してください。 
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12.3 実地調査及び指導・指示 

地方自治法第244条の２第10項の規定により、施設の適正な管理の確保のため、必要に応

じて実地調査（モニタリング）を行うとともに、利用者満足度や苦情に基づき必要と認め

る場合においては、指導・指示や指定の取り消し等適切な措置を講じるようにしてくださ

い。 

特に、長期化に対応する提案内容については、その取組みや達成状況、効果等を随時把

握し、必要に応じ指示や是正勧告を行うなど、適切な措置を講じるようにしてください。 

また、指定管理者に雇用される労働者について労働関係法令違反があるという苦情や通

報、あるいは何らかの兆候がある場合など必要に応じ、指定管理者への確認、あるいは報

告受入、実地調査、又は必要な指示を行ってください。 

 

12.3.1 施設管理状況の点検 

・施設所管課は、施設の設置者として指定管理者が行う管理運営実態を把握するととも

に、利用者が気持ちよく利用できる管理状況かという観点から、「指定管理施設点検チ

ェックリスト」〔⇒様式集 P.59参照〕による管理状況の点検を年１回行ってください。 

・チェック項目の中に、施設の状況に馴染まない項目がある場合や別途必要と思われる

項目がある場合は、施設所管課において適宜修正・追加をしてください。 

（例：自転車が施設の駐輪場内にきちんと整理整頓して停められているか など） 

 

 

12.4 管理運営点検及び施設・設備維持管理チェック 

所管課は、「管理運営点検」及び「施設・設備維持管理チェック」をそれぞれのチェック

リスト等に基づいて適時実施してください。 

 

12.4.1 管理運営点検 

  ・「指定管理者制度導入施設の管理運営」〔⇒様式集 P.60～61参照〕のチェックリストに

より、自己点検を実施してください。 

  ・自己点検は、原則協定書単位ごとに実施してください。ただし、複数の同種施設を一

括して１枚のチェックリストでチェックしていただいても構いません。 

  ・所管課は、自己点検実施後、点検結果を「所管課別実施結果報告書」〔⇒様式集 P.64

参照〕により、各局室区総務担当課を経由して業務改革課まで写しを提出してくださ

い。 

  ・外郭団体用には「（外郭団体用）指定管理者制度導入施設の管理運営」〔⇒様式集 P.62

～63 参照〕のチェックリストもあります。外郭団体が指定管理者となっている場合、

このチェックリストを外郭団体に提示し、自主的な点検実施を依頼するなど、適正な

管理に努めてください。なお、この自己点検結果については、報告を要しません。 

 

12.4.2 施設・設備維持管理チェック 

・所管課は、指定管理者による自己点検の結果を基に、現地の確認や是正措置などを行

った上で、「施設・設備維持管理チェックシート」〔⇒様式集 P.65～68参照〕により自

己点検を行ってください。 

・所管課は、自己点検実施後、各局室区総務担当課を経由して、「施設・設備維持管理チ

ェックシート」の写しを業務改革課まで提出してください。 

・イントラネットの建築住宅局保全課のページにある「指定管理者制度に係る施設・設

備の維持管理業務に関する参考資料」を参照してください。 

 

 

http://home.intra.city.kobe.lg.jp/18/24/siteikanrisya.html
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12.5 建築住宅局保全課の実地調査（モニタリング） 

12.5.1 実地調査（モニタリング）について保全課との協議 

施設・設備の維持管理の実施状況について、専門的な見地から建築住宅局保全課（以

下「保全課」という。）において実地調査（モニタリング）を行います。実地調査は指定

期間の初期段階に実施することにより、確実に施設・設備の適切な維持管理を行うこと

を目的としています。 

所管局は公募施設について、指定期間初年度の６月まで（期間開始が年度途中の場合、

開始日から３ヶ月以内）に保全課と施設・設備の維持管理に関する実地調査について協

議を行い、実地調査時期や実地調査の要・不要などを決定してください（調査に係る費

用などが必要となる場合もありますので、十分に協議してください）。 

 

※非公募により指定する指定管理者や指定期間の途中においても、必要に応じて保全課

に同様に協議してください。 

 

12.5.2 保全課に実地調査を依頼 

所管局は保全課に実地調査を依頼し、協議の結果、保全課による実地調査を行うこと

となった場合、これに基づき保全課は指定期間内に実地調査を行います。所管局は、実

地調査の際に立ち会いを行うとともに、実地調査の結果、指摘を受けた事項について必

要な是正措置等を講じるよう努めてください。 

 

12.5.3 所管局による実地調査 

協議により、所管局が同様の実地調査を実施できる場合など保全課による実地調査が

必要でないと考えられる場合は、所管局による実地調査を行ってください。 

 

※詳細は、イントラネットの保全課のページにある「指定管理者制度に係る施設・設

備の維持管理業務に関する参考資料」を参照してください。 

 

 

12.6 コンプライアンスの推進 

12.6.1 コンプライアンス条例 

コンプライアンスの推進については、「神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行

の確保に関する条例（コンプライアンス条例）」第19条第２項に基づいて、指定管理者

に対し、条例の趣旨にのっとった必要な措置を講ずるために必要な指導をするよう努め

なければならないこととなっております。 

 

12.6.2 具体的な指定管理者への依頼内容 

具体的には、①関連法令等に関する知識の精通に努め法令遵守を心がけること、②市

民からの要望に対しては、要望者の立場に立って誠実かつ丁寧な対応に努めること、③

条例第８条の「記録の例外」に該当する要望等を除き、重要な要望等について必ず記録

し、市に報告・協議の上で要望者に対応すること、などについてお願いしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

http://home.intra.city.kobe.lg.jp/18/24/siteikanrisya.html
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12.7 行政手続の適正化 

12.7.1 行政手続条例の指定管理者への適用 

条例の定めるところにより、指定管理者の権限で使用許可等の行政処分を行う場合は、

施設管理権限の委任の範囲において、本市行政手続条例における「行政庁」に相当する

こととなるため、行政手続条例に基づいた以下のような手続を指定管理者に講じさせる

必要があります。なお、具体的な審査基準及び処分基準の設定及びそれに伴う意見公募

手続は所管課が行うことになります。 

なお、指定管理者は使用料の減免基準を定めることや減免決定を行うことはできませ

ん。ただし、市があらかじめ減免できる理由の有無に関する判断基準を示し、この基準

に該当する場合において、減免した額にあたる使用料を収納し（あるいは収納すること

なく）、施設の利用を許可するといった減免にかかる手続きを行うことは可能です。こ

のような場合においても、上記と同様に、行政手続条例に基づく措置を講じさせる必要

があります。 

 

○申請に対する処分関係 

ア 許可等を判断する基準（条例・規則・規程を含む）について、申請窓口に備え付

けるなど公にすること。 

イ 標準処理期間を定めるよう努め、標準処理期間を定めたときは、審査基準と同様

に申請窓口に備え付けること。 

 

○不利益処分関係 

ア 取り消し等の不利益処分を行うときに必要とされる基準（条例・規則・規程を含

む）について、申請窓口に備え付けるなど、公にしておくよう努めること。 

イ 許可の取消（許可を受けた者からの許可の取消申し出等の場合を除く）等の不利

益処分を行う場合には、それに先立ち、処分を受ける者から事情や意見を聴く「聴

聞」（※）を行うこと（事案によっては，「弁明」となる場合あり）。 

※聴聞手続については、指定管理者が行うこととなり、本市職員が主宰者等として関わることはできま

せん。実施にあたっては、神戸市聴聞手続規則等に沿って実施する必要がありますので、留意してく

ださい。 

 

○その他 

「行政指導」を行う場合には行政手続条例第４章の規定に基づき行うなど、行政手続

条例の規定に留意してください。 

 

12.7.2 審査基準等について 

審査基準等（利用料金制度における減免基準等を除く）については、指定管理者と所

管課が協議の上、所管課が行政手続条例の規定に従って定めることとなります。所管課

において設置条例に定める基準等を補足する必要がある場合は、これらの事項について

あらかじめ規定しておく必要があります。 
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12.8 暴力団等排除の取り組み 

12.8.1 暴力団等排除に関する条例・要綱 

神戸市では、「神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例」を策定（平成 23年

４月１日施行）するとともに、これに先立つ平成 22年６月には、「神戸市契約事務等か

らの暴力団等の排除に関する要綱」を施行し、本市が締結するあらゆる契約等からの暴

力団排除に取り組んでいます。 

 

12.8.2 契約監理課への照会 

応募（申請）団体、指定管理者候補者または指定管理者について、要綱第５条各号に

該当するか否かについて確認を要する場合には、誓約書を受領の上所属で保管し、役員

名簿データについては照会様式〔⇒様式集 P.13参照〕にて契約監理課に照会してくださ

い。 

 

12.8.3 応募要領への記載事項 

公募を実施する場合の応募要領において、要綱第５条各号に該当する団体は応募資格

がないこと〔⇒P.17『8.4.9.3』参照〕、また、選定・指定後にその事実が判明した場

合には、指定しない若しくは指定取消・違約金の請求などの措置を行う場合〔⇒P.19

『8.4.19』、P.43『13.1』、『13.2』参照〕がある旨を記載し、事前に周知してくださ

い。 

 

12.8.4 協定書への記載事項 

指定管理者が要綱第５条各号に該当する場合、指定取消・違約金の請求などを行うこ

とができるよう、協定書〔⇒様式集 P.30～53参照〕にその旨を記載してください。 

 

12.8.5 第三者に再委託する場合等の取り扱い 

指定管理業務の一部を第三者に再委託し又は請け負わせる場合において、当該第三者

が要綱第７条から第 21 条までに規定する除外措置を受けている者である場合には、原

則事前承諾を行わないでください。〔⇒P.40『12.10』参照〕 

 

12.8.6 目的外使用許可の取り扱い 

指定管理者その他の事業者が、神戸市公有財産規則第 24 条に規定する使用許可（目

的外使用許可）を受ける必要がある場合、当該使用許可についても、要綱の適用を受け

ることに留意してください。〔⇒P.15『8.4.4』参照〕 

 

12.8.7 非公募施設の対応 

公募によらず指定管理者を指定している施設についても、上記取り扱いの趣旨に沿っ

て、必要な対応を行ってください。 
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12.9 市税納付状況等の確認方法 

12.9.1 適正な納税の推進 

適正な納税を推進するため、団体、代表者が国税（法人税、所得税、消費税（地方消

費税を含む）及び神戸市税を、滞納または未申告である団体の排除について取り組んで

います。 

 

12.9.2 収納管理課への照会 

公募に応募してきた団体、指定管理者候補者または指定管理者について、市税に関す

る滞納等の有無について確認を要する場合には、照会用様式〔⇒様式集P.14参照〕を、

収納管理課に送付してください。 

 

 

12.10 再委託等 

12.10.1 再委託等の制限 

指定管理者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に再委託等することはできま

せん。なお、業務の一部を再委託等する場合は、市の事前承諾が必要になります。 

〔様式集P.56～57参照〕 ただし、使用料（手数料等）の徴収事務は再委託できません。 

・再委託等の事前承認のみでなく、再委託先がさらに第三者に業務の一部を履行させる

場合や当該第三者がさらに他者に業務の一部を履行させる場合（さらに他社に業務の

一部を履行させる場合も同様。以下「再々委託等」）にも指定管理者から本市への事前

申請を求めてください。 

・業務の一部を再委託等・再々委託等する場合、受注者等が暴力団排除要綱第７条から

第21条までに規定する除外措置を受けている者である場合には、原則、再委託等・再々

委託等にかかる事前承諾は行わないでください。 

・当該団体の専門性等が高い評価を受けて選定された場合（公募）や、その専門性や技

術力等により当該団体しか指定できないと判断し選定された場合（非公募）は、該当

業務の第三者への再委託等・再々委託等の承諾については慎重に判断してください。 

 

12.10.2 共同事業体が再委託する際の名義 

   複数事業者が共同して指定管理者となる共同事業体形式をとる場合、その各構成員は

連帯して債務を負うものであるため、第三者と契約する際は、共同事業体の代表者及び

その他の構成員全員の連名、又は共同事業体の名称を冠した代表者の名義により契約す

るようにしてください。ただし、共同事業体協定書等において、各構成員に再委託の権

限が与えられているなど代理権の付与がなされている場合は、この限りではありません。 

 

 

12.11 情報セキュリティ 

12.11.1 情報セキュリティ対策の実施状況報告書 

指定管理業務の中に特定個人情報や個人情報を取り扱う業務が含まれる場合、または

情報処理業務が含まれる場合においては、年度毎の実績報告時に「情報セキュリティ対

策実施状況報告書」の提出を求めてください。 
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〇指定管理者における情報の適正な管理のために必要な措置 

〈参考〉デジタル戦略部イントラ 

 

※1  情報処理業務には、電子計算情報システム機器等の賃貸借契約や情報システム等の開

発・保守のみならず、データ入力業務や提供したデータに基づき帳票を印刷する業務、

データ消去作業を含む PC 等の処分業務など情報処理に係る一切の業務が含まれます。

また、クラウドサービス等の外部サービスの利用についても情報処理業務に含まれます。

ただし、業務遂行のための連絡用ツールとしてクラウドサービス等の外部サービスを利

用する場合は除きます。 

※2 「外部サービス要件」の審査 

指定管理者が使用する場合は、機密性２以上・機密性１ともにデジタル戦略部ではなく

所管課で審査します。 

 

12.11.2 ホームページ等に関する情報セキュリティ対策 

   施設のホームページなどのウェブサイトの構築・運用を指定管理業務に含める場合は、

情報セキュリティ対策を徹底するために「ホームページサーバー等確認チェックリスト」

を活用してください。 

 

 

12.12 業務の引継ぎ 

12.12.1 事前の周知 

応募要領や協定書に下記の内容を記載し、事前の周知を行ってください。 

・指定管理者候補者は、現在の指定管理者等との間において、業務を円滑に引き継ぐ

よう努めなければならないことを記載してください。 

・指定期間終了等により、次期指定管理者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎを

行うとともに、業務引継書等を作成し、指定管理業務の実施に必要な文書及びデー

タ等を無償で提供しなければならないことを記載してください。また、ホームペー

ジやパンフレット等の広報媒体について、利用者の利便性も考慮の上、適切な引継

ぎがなされるよう協力することも求めてください。 

・引き継ぎにかかる費用については、「現指定管理者及び次期指定管理者間で協議の

上、負担割合を決定する」あるいは「次期指定管理者の負担とする」などとし、市

は負担しないこととします。 

・利用料金制施設における前納金については、引き継ぎの対象とするかどうかを所管

対象業務 協定締結前 協定締結時 実績報告時 

再委託・下請

負がある場

合 

外部サービ

スを使用す

る場合 

特定個人情報を

取り扱う業務 

「特定個人

情報を取り

扱う業務に

関するチェ

ックリスト」

の提出 

「情報セキ

ュリティ遵

守特記事項」

を協定書に

付加 

 

「情報セキ

ュリティ対

策の実施状

況報告書」の

提出 

 

「再委託（下

請負）承諾申

請書」の提出 

 

「外部サー

ビス要件」の

提出※２ 

 
個人情報を取り

扱う業務 

ー 

情報処理業務※1 ー 

http://home.intra.city.kobe.lg.jp/04/05/security/tuuchi/itakusakikanri.html
http://home.intra.city.kobe.lg.jp/04/05/security/tuuchi/web_sec_check.html
http://home.intra.city.kobe.lg.jp/04/05/security/tuuchi/web_sec_check.html
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局で決定し、記載してください。 

・指定管理者が変更となる場合の雇用問題は、基本的には現在の指定管理者が対応す

べきものですが、不測の事態等により、市民サービスの低下が懸念されるため、特

別の配慮が必要と考えられる場合には、例えば、引き続き当該施設における勤務を

希望する現従業員について、次期指定管理者に面接を依頼する等の対応を検討し、

必要に応じて記載してください。 

 

12.12.2 新旧指定管理者による業務引継書の作成 

業務の引継ぎにあたっては、指定管理者候補者の業務開始までに十分な引継期間を確

保することとし、現在の指定期間終了日までに、新旧指定管理者に必要事項を記載した

業務引継書を作成させるとともに、業務引継の完了を示す書面〔⇒様式集P.60参照〕を

所管局に提出させてください。ただし、現在の指定管理者が引き続き指定管理者となっ

た場合、業務引継ぎは不要とします。 

 

12.12.3 個人情報にかかる引継ぎ 

個人情報にかかる引継ぎを行う場合は、個人情報保護等の観点からその取り扱いに十

分に注意し、所管局が引継ぎに立ち会う、もしくは現在の指定管理者から一旦所管局が

引継ぎを受けたうえで次期指定管理者に引き継ぐなど、必要な措置を講じてください。 

 

 

12.13 その他 

12.13.1 使用許可等を行う際の名義 

複数事業者が共同して指定管理者となる共同事業体形式をとる場合に、施設の使用許

可等を行う際の名義については、指定に係る議案に記載されている指定管理者の名義（共

同事業体名・代表団体名・代表者名を全て明記したもの）と一致している必要がありま

す。共同事業体形式でない指定管理者においても同様ですので、ご留意ください。 

 

12.13.2 備品の管理 

・指定管理施設で使用・保管する備品について、常に良好な状態で使用できるよう整理・

保管させるとともに、指定管理者に下記の通り明確に区別して管理させてください。 

①指定期間当初から存在した備品 

②指定期間中に購入等を行った備品 

   ア 市の負担で購入等を行ったもの 

 イ 指定管理者の負担において購入等を行ったもの 

・①当初から存在した備品及び②ア 市の負担で購入等を行ったものについて、指定管

理者から備品の異動（購入・取得・修繕・廃棄等）報告を受け、施設所管課において

神戸市物品会計規則に則った適切な処理を行ってください。 
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13 指定の取り消し等 

 

13.1 指定の取り消し等 

指定管理者が本市の指示又は監督に従わないとき、指定管理者に雇用され、指定管理業

務に関わっている労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第４条第１項に違反し

たとして検察官に送致されたとき、暴力団排除要綱第５条各号に該当すると認められると

き、その他管理の業務を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、

又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。 

 

 

13.2 違約金の請求 

違約金を請求することとした場合には、「指定管理者に雇用され、指定管理業務に関わ

っている労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第４条第１項に違反したとして

検察官に送致されたこと、又は暴力団排除要綱第５条各号に該当することを理由として指

定の取り消しを行う場合、市は指定管理料等の 10 分の１に相当する額を違約金として指

定管理者に請求することができる」旨を、応募要領及び協定書に記載してください。 

 

 

13.3 取り消しの手続 

指定の取り消しを行う場合には「指定取消通知書」を送付するとともに、告示を行う必

要があります〔⇒様式集 P.26～27参照〕。特に、同種の複数施設について一括して同一

の指定管理者を指定し、指定期間中にその一部の施設を廃止するような場合にも、指定の

取り消しが必要となりますので、忘れずに手続きを行ってください。 

なお、指定管理者から辞退の申し出等があったために指定の取り消しを行う場合には、

聴聞手続、異議申立て等の教示を行う必要はありません。 

指定の取り消しを行う際には必ず業務改革課まで連絡してください。 

 

 

13.4 法人格の変更に伴う再指定 

指定管理者として指定された後に、団体の合併やNPO等の法人格取得または公益法人改革

関連３法※への対応等によって、当該団体の法人格に変更が加えられた場合には、原則と

して指定管理者を再度指定することが必要となり、議会での議決を要することとなります。 

しかし、法人の名称のみが変更された場合や、旧民法第34条に基づく社団法人又は財団

法人が、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づく公益法人となっ

た際に、法人としての「同一性」が保持されている場合には、再度指定する必要はありま

せん。 
  ※公益法人改革関連３法： 

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

 

 

13.5 共同事業体における構成員の変更 

共同事業体の構成員に変更があった場合は、再度市会での議決を経て指定する必要があ

る場合がありますので、必ず業務改革課に相談してください。 
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14 管理運営に対する評価及び評価結果の公表（運用指針４関連） 

 

14.1 評価の実施 

選定評価委員会は、指定管理者による適正な管理運営の確保及び市民サービスの向上の

ため、利用者の満足度及び苦情について調査するとともに管理運営に対する評価を行いま

す。 

 

 

14.2 評価の流れ 

（１）指定管理者から事業報告書提出（４月～５月） 

（２）所管課による実地調査、管理運営点検、施設・設備維持管理チェック等による履行確

認（４月～５月） 

（３）所管局において選定評価委員会用資料作成（５月～６月） 

（４）選定評価委員会の開催（５月～８月上旬） 

（５）評価結果の公表 

 

 

14.3 評価方法 

14.3.1 公募による指定施設 〔⇒評価票・様式集 P.69参照〕 

・毎年度終了後に指定管理者から提出される事業報告書等により、協定締結内容（提案

内容）が適切に実施されたかなど指定管理者の管理運営に対する評価を行います。 

具体的には、①管理実施状況、②利用状況、③使用料又は利用料金収入、④収支状況、

⑤その他協定書記載事項、⑥利用者の満足度調査の結果及び主な苦情とその対応結果、

⑦主な提案内容とその達成状況について選定評価委員会で評価してください。 

・評価は原則として施設ごとに行うこととします。ただし、一つの協定書により複数施

設の管理運営を委ねている場合はこの限りではありません。 

・利用者満足度調査の結果については、満足度を適切な計算方法で算出してください 

〔⇒P.34『12.1』参照〕。 

・利用状況や収支状況の記載にあたっては、管理運営の実態に即したものとなるよう、

特に留意してください〔⇒P.34『12.2』参照〕。 

・「管理運営点検」や「施設・設備維持管理チェック」の結果、不備がみとめられた項目

については、評価を実施する際の資料として、選定評価委員会に報告してください（様

式は任意）。 

・当初の提案内容がどの程度達成されているかを客観的に評価するため、「利用者数・利

用率」「収入目標額」「新たなサービス」など、提案内容とその達成状況を必ず記載し

てください。また、公募時に個別提案がない場合にも、利用者数や収入額について、

過去の実績や提案時の収支計算書の基礎となる数値と比較するなど、可能な限り定量

評価が行えるよう、工夫してください。 

・評価は、Ｃ、Ｂ、Ａ、AA、AAA の５段階評価とし、ほぼ提案内容どおりの管理運営が

なされている場合は「Ａ」となります。また、提案内容をやや上回った場合は「AA」、

提案内容を大幅に上回った場合は「AAA」となり、提案内容をやや下回った場合は「Ｂ」、

提案内容を大幅に下回った場合は「Ｃ」となります。 

・評価にあたっては、なぜ「AA」評価となったのか、など総合評価の理由を詳細に記載

してください。 
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14.3.2 非公募による指定施設 〔⇒評価票例・様式集 P.70参照〕 

・指定管理者の管理運営に対し所管局が行った履行確認の結果を選定評価委員会に報告

するとともに、利用者の満足度調査の結果及び主な苦情とその対応結果について選定

評価委員会で評価してください。 

・「管理運営点検」や「施設・設備維持管理チェック」の結果、不備がみとめられた項目

については、評価を実施する際の資料として、選定評価委員会に報告してください（様

式は任意）。 

・評価は原則として施設ごとに行うこととします。ただし、設置目的が同じで地域ごと

に配置されているような施設についてはこの限りではありませんが、この場合、管理

運営等の特筆すべき事項については遺漏なく報告・評価するようにしてください。 

  ・公募の例外「⑥施設のあり方の検討や大規模改修の予定により、現行の指定管理者を

継続して（上限２年まで）指定する場合」〔⇒P.8『6.2.1』参照〕に基づき非公募指定

を行った指定管理者の評価は、非公募施設用ではなく公募施設用の評価票〔⇒様式集

P.69参照〕を使用してください。 

・非公募施設であっても、施設の状況等により公募施設用の評価票〔⇒様式集P.69参照〕

を使用していただくことは可能です。 

 

 

14.4 評価結果の公表 

選定評価委員会の評価が記載された評価票を評価結果とし、これを市ホームページ内の

「公の施設の指定管理者制度」のページで公表します。 

 

 

14.5 評価結果の反映 

選定評価委員会の評価結果を管理運営に反映させるため、所管局は指定管理者に対し必

要な指導・指示をしてください。 


